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○ この制度は、国の定めに基づき都道府県、指定都市、中核市が実施主体として運営しており、特定不 

 妊治療に要する医療保険が適⽤されない治療費の⼀部を東京都が助成します。 

○ 助成の対象となる治療は、体外受精及び顕微授精のみです。 

○ 制度の運⽤⽅法はそれぞれの実施主体が定めており、申請期限や様式等が異なります。 

○ 都内区市町村が実施している特定不妊治療に係る助成は、本制度とは異なる各⾃治体の独⾃事業です。 

  お問合せはそれぞれの区市町村にお願いします。 

○ ⼋王⼦市⺠の⽅は、⼋王⼦市が申請先です。（都への申請はできません。）。 

○ 申請には期限があります。御注意ください。（2 ページ参照） 
 
 

 

  ○ 以下の１ ３及び４又は５の全ての要件を満たすことが助成の要件です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 制 度の 概 要 

２ 対象（要件） 

 

1 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の⾒込みがないか、又は極めて少ないと医師が診断したこと。

「１回の治療」の終了後に、指定医療機関で証明を受けてください。

2
申請⽇の前年（１⽉から５⽉までの申請⽇については前々年）の夫婦合算の所得額が905万円未満で
あること。（ただし、平成31年３⽉31⽇以前に開始した治療は従前どおり730万円未満）

所得額の計算⽅法は7 8ページ【所得額の計算⽅法】をご参照ください。

3 指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと。

「１回の治療」の初⽇から最終⽇まで指定された医療機関で治療を受けたことが要件です。

4 婚姻している夫婦の場合

申請⽇現在、東京都内（⼋王⼦市の区域を除く。）に住所がある⽅が対象です。

夫婦のいずれかが都外（国外除く。）在住の場合は、所得額の多い⽅が都内に住所ある場合に限り
都に申請することができます。
都外にお住まいの⽅の所得が高い場合は、その⽅がお住まいの道府県（指定都市、中核市において
は各市）にお問い合わせください。

「１回の治療」開始時に婚姻していない又は下記の事実婚の要件を満たしていない場合は、申請⽇
現在婚姻していても助成対象になりません。また、申請時点で離婚している場合も助成対象になり
ません（ただし、治療終了後に死別した場合は助成対象となります。）。

5 事実婚の夫婦の場合

「1回の治療」の初⽇から申請⽇まで夫婦が継続して東京都（⼋王⼦市の区域を除く。）に住所を
有しており、かつ、住⺠票の続柄に夫（未届）、妻（未届）等の記載がある場合のみ対象です。上
記４の説明も御確認ください。（「同居⼈」や「縁故者」は不可。）

平成30年（2018年）4⽉1⽇以降に開始した「1回の治療」から対象となります。

要         件
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 ・ 妻の年齢が３９歳までに通算１回目の助成を受けた⽅       通算６回まで 

 ・ 妻の年齢が４０歳から４２歳までに通算１回目の助成を受けた⽅  通算３回まで 

 ・ ただし、１回の治療期間の初⽇における妻の年齢が４３歳以上の治療は全て対象外です。（注３） 

（平成 28 年４⽉１⽇以前に助成を受けた⽅・初めて助成を受ける⽅共通） 

  注１）年齢は特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）に記載のある治療開始⽇時点の年齢です。 

注２）通算の助成回数は、通算１回目の助成時における治療開始⽇時点の年齢で決定します。 

   なお、回数は治療終了⽇の早いものから順番に数えます。 

注３）助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が４３歳以上で開始した治療は全て対象外です。 

注４）制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成を全て合算します。 

平成 27 年度までに通算５年度間の助成を受けた場合は平成 28 年度以降の助成は受けられません。 

注５）助成回数は、他の⾃治体（道府県・指定都市・中核市）での助成を含みます。 
  
 

○ 治療１回につき、以下の上限額を限度として助成を受けることができます。 

「１回の治療」の考え⽅及び「治療ステージ」は、6 ページをご参照ください。 

 【上限額】 

 治療ステージＡ    ２０万円（国１５万円＋都５万円） 

   治療ステージＢ    ２５万円（国１５万円＋都１０万円） 

   治療ステージＣ及びＦ ７万５千円 

   治療ステージＤ及びＥ １５万円 

○ 初めての申請に限り、３０万円を上限に助成します（治療ステージＣ・Ｆを除く。）。 

注）初回として申請した治療よりも前に終了していた治療を２回目以降に申請することはできません。 

同時に複数件申請の場合は、治療終了⽇の早いものから順番に承認します。 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１回の治療」が終了した⽇の属する年度の末⽇（３⽉３１⽇消印有効）まで 

 年度とは当年４⽉１⽇から翌年３⽉３１⽇までを指します。 

「１回の治療」が終了した⽇とは、妊娠の確認（妊娠の有無は問いません。）の⽇又は医師の判断によりやむを得ず治療を

中止した⽇を指します。 

いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、治療後速やかに申請願います。 

３ 助成上限回数 

４ 助成額上限 

５ 申 請 期 限 

 令和２年（2020 年）１月～３月末に終了した特定不妊治療費を申請する場合の特例   

 原則、申請期限は治療終了⽇の属する年度末（３⽉３１⽇）ですが、１⽉から３⽉までに特定不妊治療が終了したもので 

３⽉３１⽇までに申請書等が提出できない場合は、同年６⽉３０⽇（消印有効）までの期間に限って申請が可能です。 

  受診等証明書の証明には時間がかかります。余裕を持って医療機関にご依頼ください。
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              コピーを提出する場合は、紛失防止のためにＡ４に統一してください。 

○ 申請書類は、以下の１ ６の順番で封入してください。（「提出書類チェックシート」も併せて御覧ください。） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 必 要 書 類 

 

必   要   書   類 備     考

・申請者・配偶者が記入してください。

・「１回の治療」につき１枚必要です。
（原本／コピー不可） ・事故防止のため、⼝座番号が記載された通帳のコピー添付に御協⼒ください。

・本⼈控えとしてコピーを取ってください。

・指定医療機関が記入します。

・「１回の治療」につき１枚必要です。

（原本／コピー不可） ・本⼈控えとしてコピーを取ってください。

◇都内に住所があること、続柄、⽣年⽉⽇等を確認するための書類です。

・申請⽇から３か⽉以内に発⾏されたものに限ります。

（コピー不可／マイナンバーの記載は不要） ・「続柄」は省略不可です。

・４⽉以降の申請１回目の場合は必須です。
・別居の場合は、ご夫婦両⽅の居住地の住⺠票及び婚姻関係を確認するため⼾籍全
部事項証明が必要です。

・事実婚の⽅は２回目以降も省略できません。 ・事実婚の場合、未届の夫、未届の妻と記載があること（別居不可・同居⼈不可）

◇婚姻関係、婚姻⽇等を確認するための書類です。

（原本・コピー不可）

・申請⽇から３か⽉以内に発⾏されたもの

・⼾籍全部事項証明で婚姻関係が確認できない外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書
を添付してください（コピー可）

・事実婚の⽅は２回目以降も省略できません。
・事実婚の⽅は、毎回夫婦両⽅の⼾籍を御提出ください。外国籍の⽅は、独⾝証明
を提出してください。

◇申請者及び配偶者の所得額を確認するための書類です。

①住⺠税課税（非課税）証明書
 （コピー可/①を取得できない場合は②でも可）

②住⺠税額決定通知書
 （コピー可/②に反映されない所得等がある場合は不可）

・平成31年（2019年）４⽉１⽇以降に開始した治療の申
請は上記の所得証明以外受付できません。

・申請⽇が１⽉ ５⽉の場合は前々年１年間の所得を、６⽉ １２⽉の場合は前年
１年間の所得が基準になります。

・２回目以降の申請も、４⽉以降の申請１回目の場合は
必須です。

・御夫婦のどちらかが都外在住（⼋王⼦市含む）の場合は、所得の高い⽅が申請先
になります。

・４・５⽉に申請した⽅も、６⽉以降に新たに申請する
場合は、改めて前年の所得を証明する書類が必要です。

・4ページの注意点と7ページの早⾒表をご参照ください。

領収書のコピー ◇医療機関への⽀払額を確認するための書類です。
 以下の内容であることが必要です。

（指定医療機関が発⾏したもの）
・２の「特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）」に記載された「領
収書の期間内」のものであること、及び助成対象となる治療費に係るものであるこ
と。

・合計額が申請額以上のもの
※申請をまとめて⾏う場合、領収書のコピーは、申請書
ごとに分けてください。

・申請額が助成上限額未満のときは、申請額と領収書の額を合わせる必要がありま
す。

・領収書原本はご本⼈が保管してください。

6

・住⺠税課税（非課税）証明書は１⽉１⽇現在の住所地の区市町村で発⾏されま
す。住⺠税課税証明書の発⾏が可能になる⽇は区市町村により異なります。特に６
⽉は、事前に確認してから区役所等においでください。

申請者と配偶者それぞれの所得関係書類

1

2

3

4

5

 上記３の住⺠票で婚姻関係が確認できない⽅は２回目以降の申請であっても⼾籍
全部事項証明が必要です。（例 別居の場合、世帯主が親の場合など）

・２回目以降は、法律上婚姻している夫婦で住⺠票の続
柄で婚姻関係が確認できる場合に省略できます。

特定不妊治療費助成申請書（原本）

特定不妊治療費助成事業受診等証明書

住⺠票の写し（原本）

⼾籍全部事項証明書（⼾籍謄本）

・夫婦それぞれの証明書が必要です。収入がない場合や扶養されている場合は非課
税証明を御提出ください。

提出書類は、本⼈控え⽤のコピーを取ってから申請してください。 



    令和元年 10 ⽉版

- 4 - 

 

 

 

申請は郵送でお願いします。 

簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします。投函⽇ではなく消印⽇が申請⽇となります。
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

１ 所得関係書類を準備する際の注意点 （３ページ「６ 必要書類」の５） 

  治療時期にかかわらず、申請⽇（消印⽇）を基準にします。 

申請⽇が１⽉ ５⽉の場合は前々年１年間の所得を、６⽉ １２⽉の場合は前年１年間の所得を審査します。 

詳細は、所得の計算⽅法の欄をご覧ください。 

２ 振込先口座の記載に関する注意点 

(1) 振込先⼝座は、申請者名義の⼝座を指定してください。 

(2) ゆうちょ銀⾏の⼝座を振込先に指定する場合には、振込専⽤の店名・預⾦種目・⼝座番号が必要です。 

(3) 様々な理由で振込不能となるケースがあります。確認のため、通帳のコピーの添付に御協⼒をお願いします。 

(4) 東京都の公⾦取扱⾦融機関でない⾦融機関を指定することはできません。（インターネットバンク等） 

 

   

 ３ その他の留意点  

(1)  申請書添付書類の発⾏等にかかる⼿数料及び切⼿代等郵送に係る費⽤などは、申請者の負担になります。 

(2)  助成の承認・不承認については書⾯にてお知らせします。住⺠票で確認した住所以外に通知書等を送付することはできませ

んので、申請後に転居をする場合などは転送届を郵便局に提出してください。 

(3)  申請書類に不備や不⾜があった場合は、確認や追加提出依頼のために都担当者から連絡することがあります。 

都担当者から連絡をする際、プライバシーについて特段の配慮が必要な⽅は、その旨（発信者名の表記⽅法、連絡する携帯電

話番号等について具体的に）メモにてお書き添えください。その際、メモに申請者名を必ず記入するようにしてください。 

(4)  提出いただいた書類は返却できません。 

(5） 制度は変更されることがあります。申請前に、東京都ホームページなどで最新の情報を確認してください。 

【 住 所 】〒163-8001 東京都新宿区⻄新宿２－８－１ 都庁第一本庁舎２８階 

【 宛 て 先 】東京都福祉保健局 少⼦社会対策部 家庭⽀援課 ⺟⼦医療助成担当 

【 電 話 番 号 】０３－５３２１－１１１１（都庁代表） 内線 32-667、675 677 

       ※⼟・⽇・祝⽇・年末年始を除く 9：00 12：00、13：00 17：00 

【ホームページ】http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/index.html 

７ 申請方法・送付先 

８ 助 成 金 の 支 給

申請を受けてから約 2 か⽉後に承認・不承認の結果通知
をお送りします。 
結果通知の約 1 か⽉後に、指定された⼝座に助成⾦を振
り込みます。 
上記の期間は目安ですので、申請が多い⽉（例年 2 ⽉ 
7 ⽉位）は結果通知をお送りするまで 3 か⽉程度かかる
場合があります。 

９ 申請に当たっての注意事項

 

＜治療終了から振込までの流れ＞

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒申
請
（
郵
送

）

受
付

審
査

承
認
通
知

振
込

※消印日＝申請日

通常は約2か月間

（2月～5月は約3か月
約1か月

書類に不備や不足があった場合は、

郵送でお知らせいたします。

治
療
終
了

治療終了日の属する年

度の年度末（3月31

日）が申請期限です。

受付順に

審査

東京都の公⾦取扱⾦融機関については、東京都会計管理局ホームページ「東京都公⾦を納付できる⾦融機関一覧」をご確認ください。

（http://www.kaikeikanri.metro.tokyo.jp/koukinshuunou.htm） 
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 男性不妊治療（精巣内精⼦⽣検採取法等に係る医療費助成）について  
 

 
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に⾄る過程の一環として⾏われる、精

巣内精⼦⽣検採取法（TESE）、精巣上体内精⼦吸引採取法（MESA）、経皮的精巣上体内精⼦吸引採取法（PESA）又は精巣
内精⼦吸引採取法（TESA）の費⽤の一部を助成します。 

ただし、医療保険が適⽤されないものに限ります。 
 
  

特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で、申請できます。ただし、特定不妊治療費助成の申請 
と同時に申請することが必要です。  

 

特定不妊治療の治療終了⽇の属する年度又はその前年度に⾏われた⼿術１回につき、１５万円を上限に助成します。 

平成 31 年４⽉１⽇以降に⾏った⼿術で初めての申請に限り 30 万円を上限に助成します。 

 

（１）１ページの「２ 対象（要件）」の１、２及び４又は５を満たすこと。 

（２）東京都特定不妊治療費助成事業の指定医療機関（他の道府県・指定都市・中核市の特定不妊治療費助成 

  事業の指定医療機関を含む）又は同医療機関から紹介等をされた医療機関において⼿術を受けたこと。 

 

医療保険が適⽤されない⼿術代及び精⼦凍結料を対象とします。検査料、凍結した精⼦の保存料（管理料）、⽂書料、

入院室料（差額ベッド代等）及び⾷事療養費は助成対象外です。 

            ３ページ「６ 必要書類」と併せて提出してください。 

１

 
精巣内精子生検採取法等受診等証明書 
（原本／コピー不可） 
 本⼈控えとしてコピーを取ってください。 

◇本医療費について単独での助成申請はできません。 
指定医療機関の主治医の指⽰のもとに実施された治療であ
り、特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要
です。 

◇上記に該当する場合は、精⼦が得られずに治療が終了した⼿ 
術も助成対象となります。 

◇特定不妊治療費が助成の対象とならなかった場合は、本医療 
費についても助成の対象とはなりません。 

２
特定不妊治療費助成事業受診等証明書 
（原本／コピー不可） 

本⼈控えとしてコピーを取ってください。 

３

領収書のコピー 
（医療機関が発⾏したもの） 
 

※領収⾦額の内訳が記載されているもの 

◇医療機関への⽀払額を確認するための書類です。 
以下の内容であることが必要です。 
・１の「精巣内精⼦⽣検採取法等受診等証明書（第３号様式）」

に記載された⼿術に係るものであること。 
・２の「特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）」

に記載された治療期間内のものであること及び助成対象と
なる治療費に係るものであること。 

・１と２それぞれ申請額以上の領収書が必要です。 
○領収書原本はご本⼈が保管してください。 

 
 

１ 制 度の 概 要 

３ 助 成額 上 限 

４ 対象（要件） 

６ 必 要 書 類 

５ 助成対象費用 

２ 助成上限回数 



    令和元年 10 ⽉版

- 6 - 

 
 

○ 網掛け部分が助成対象となる治療です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
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法
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）

胚
移
植

黄
体
期
補
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法

１日 １日 ２～５日 １日 １０日 ７～１０日 １日 １０日 １日

Ａ 新鮮胚移植を実施

Ｂ 凍結胚移植を実施＊

Ｃ 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

Ｄ 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

Ｅ 受精できず
または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

Ｆ 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

Ｇ 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止

Ｈ 採卵準備中、体調不良等により治療中止

＊Ｂ：採卵・受精後、１～３周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。

＊採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

対
象
外

助
成
対
象

採　卵　ま　で

治療内容

平均所要日数

薬
品
投
与

（
点
鼻
薬

）

（
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も
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１４日

薬
品
投
与

（
注
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）

（
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然

周
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で
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も

あ

り

）

１０日

採
精

（
夫

）

受
精

（
前

培

養

・

媒

精

（
顕

微

授

精

）
・

培

養

）

助
成
対
象
範
囲

胚　移　植

妊
娠
の
確
認

（
胚

移

植

の

お

お

む

ね

２

週

間
後

）

胚
凍
結

凍結胚移植新鮮胚移植

助成対象となる「1 回の治療」の考え⽅ 

特定不妊治療費と男性不妊（精巣内生検採取法等）を併せて実施した場合の考え⽅

（ア）特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
（イ）男性不妊治療（精巣内⽣検採取法等）
実施した治療内容等 助成対象

① 特定不妊治療を実施の場合
（ア）特定不妊治療費助成（治療⽅法A・B・D・E・F）
（イ）男性不妊治療費助成
  （ア）+（イ）が助成対象

②
採卵後、精⼦回収術を実施したが精⼦が
採取できない場合

（ア）特定不妊治療費助成（治療⽅法F）
（イ）男性不妊治療費助成
  （ア）+（イ）が助成対象

③
採卵準備前に精⼦回収術を実施したが精
⼦が採取できない場合

（イ）男性不妊治療費助成のみ

④
精⼦回収術を実施して精⼦は採取できた
が、排卵終了等により採卵を実施してい
ない場合

（ア）（イ）とも助成対象外
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○ 平成 31 年（2019 年）４⽉１⽇以降に開始した「１回の治療」の場合９０５万円未満（夫婦合算所得） 
  それ以前に開始した治療は、従前どおり７３０万円未満が要件です。 
 
○ 前年（助成⾦を申請する⽇が１⽉１⽇から５⽉３１⽇までの場合は前々年）の所得額について計算します。 
 
○ 所得を証明する書類は「住⺠税課税（非課税）証明書」又は「住⺠税額決定通知書」のみ受付ます。 
  証明書を提出できない場合、提出できない証明が必要です。（例 ⼾籍の付票等） 

 

 
 
【参考 所得額の計算⽅法の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⻑期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、 

当該額を控除できます。 
 
 
 
 
 
 
 

申  請  ⽉ 
・住⺠税課税（非課税）証明書 

・住⺠税額決定通知書  
対象となる所得 

令和元年（2019 年）６⽉  
令和 2 年（2020 年）５⽉ 

平成 31 年度・令和元年度 
（2019 年度） 

平成 30 年（2018 年）中の所得 

（平成 30 年 1 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの所得）

源泉徴収票の場合＝平成 30 年源泉徴収票 

令和 2 年（2020 年）6 ⽉  
令和 3 年（2021 年）５⽉ 

令和２年度（2020 年度） 

平成 31 年・令和元年（2019 年）中の所得 

（平成 31 年 1 ⽉ 1 ⽇から 

令和元年 12 ⽉ 31 ⽇までの所得） 

源泉徴収票の場合＝平成 31 年（令和元年）

80,000 円（一律）
社会保険料相当額 

諸控除（下記） 
課税証明で確認でき

る場合のみ対象 

審査対象となる 
１⼈分の所得額（≧０） 

【住⺠税課税証明書・住⺠税額決定通知書の場合】 
｢総所得⾦額等｣（「合計所得⾦額」） 
⾃治体によって表記が異なります。 
「課税標準」欄の総所得ではありません。 
株式譲渡所得は除きます。 

【年末調整後の源泉徴収票の場合】 
「給与所得控除後の⾦額」 

・雑損控除額 

・医療費控除額 

・⼩規模企業共済等掛⾦控除額 

・障害者控除額〔該当者×27 万円〕 

・特別障害者控除額〔該当者×40 万円〕 

・寡婦（夫）控除〔該当者×27 万円〕 

・特別の寡婦の場合〔該当者×35 万円〕 

・勤労学⽣控除額〔該当する場合 27 万円〕 

－ ＝
総収入⾦額から税法上の必
要経費を引いた額 
（＞０） 

申請書（１号様式）
の申請者、配偶者
それぞれの「前年
の所得額」欄に記
入します。 

－

所得額の計算⽅法 
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＜住⺠税課税（非課税）証明書の一例（一部抜粋）＞  ※⾃治体により様式や項目名が異なります。 

平成３１年度相当分　特別区民税・都民税　課税証明書

住所　　東京都○○区○○○丁目○番○号

氏名　　○○　○○

平成３０年中の合計所得金額等 課税額等 納税額等
合計所得金額 3,559,200円 住民税課税額合計 256,600円
総所得金額等 3,559,200円 　（内）区民税均等割 3,000円
所得控除額計 1,070,000円 　（内）都民税均等割 1,000円
課税標準額計 2,489,000円 　（内）区民税所得割 150,600円

　（内）都民税所得割 102,000円

所得の種類・金額 控除の種類・金額 課税標準額の種類・金額
給与収入 5,124,600円 医療費控除 150,000円 課税総所得 2,489,000円
給与所得 3,559,200円 社会保険料控除 520,000円

生命保険料控除 70,000円

小規模企業共済等
掛金控除

120,000円

基礎控除 330,000円  
 

総所得⾦額等（3,559,200 円）－ 80,000 円 （一律）－諸控除（150,000 円+120,000 円） 

＝本事業での所得額（3,209,200 円） 

（総所得⾦額等の記載がない場合は合計所得⾦額を確認してください。） 

 

 

＜参考＞ 
平成○○年 給与所得の源泉徴収票

その他

人 従人 内 人 従人 人 従人 内 人 人

＊

円 円 円

円

円

就職 退職 月 日 明 大 昭 平

東京　太郎

支　払
を受け
る　者

※　区 分
氏
 
名

247,900

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾄｳｷｮｳ　ﾀﾛｳ

住
所

東京都○○区○○２－３－４ 氏　名

従
無

源 泉 徴 収 税 額

給　　　与
賞　　　与

　　　内　　　　　　　　　　　  円 円 円 内　　　　　　　　　　　　　　円

5,759,269 4,064,800 1,039,999

住 宅 借 入 金 等

特 別 控 除 の 額

控除対象配偶者
の　有　無　等

配偶者
特別控
除の額

扶　養　親　族　の　数
（配　偶　者　を　除　く）

障害者の数

老
　
人

（本人を除く）

　
有

　
無

従
有 円

特　定 老　人 その他 特　別

社会保険料

等 の 金 額

生命保険料

の 控 除 額

損害保険料

の 控 除 額

円

660,000 100,000 3,000

円 円 円

配 偶 者 の 合 計 所 得

個人年金保険料の金額 150,000

長期損害保険料の金額 0

（摘要）年調定率控除額 6500 国民年金保険料等の金額

未

成

年

者

乙

欄

本人が障害者 寡　婦

特

別

そ
の
他

一

般

特

別

寡

夫

勤

労

学

生

死

亡

退

職

災

害

者

中 途 就 職 ・ 退 職 受　 給　 者　 生　 年　 月　 日

年 年 月 日

＊

外

国

人

 
 

給与所得控除後の⾦額（4,064,800 円）－8 万円（一律）－諸控除（270,000 円）＝本事業での所得額（3,714,800 円）

個⼈型確定拠出年⾦（iDeCo）は、⼩規模企業共済等掛⾦控除として控除されている場合に控除の対象となります。 

  

この場合、本⼈が「その他

の障害者」に該当している

ため 270,000 円 

源泉徴収票は、所得の証明書類とし
ては使えません。 
こちらは所得を確認するための参考
例です。 

課税標準ではありません。
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チェック

１ 特定不妊治療費助成申請書（第１号様式）  【治療１回につき１枚必要】

申請者・配偶者それぞれ⾃筆署名又は記名押印がありますか？
年齢欄には治療開始⽇時点の年齢を記載していますか？
振込先指定⼝座の名義⼈が申請者と同一ですか？
申請期限は過ぎていませんか？

（振込先指定口座の通帳コピー）

２ 特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式） 【治療１回につき１枚必要】

本⼈控えとしてコピーを取りましたか？

⽒名・治療期間・領収⾦額を確認しましたか？ 疑問があれば医療機関に確認を！

申請する⽇から３か⽉以内に発⾏されたものですか？
続柄で「夫婦」であることが確認できますか？
申請者・配偶者それぞれについて⽒名と⽣年⽉⽇の記載がありますか？

 ☆通算２回目以降は省略可
（法律上婚姻している夫婦で住⺠票の続柄で婚姻関係が確認できる場合に限る。）

 

申請者・配偶者それぞれについて⽤意しましたか？

収入がない（扶養に入っている）場合も、住⺠税課税（非課税）証明書がありますか？

審査対象となる年の書類ですか？ ※説明書4ページ「所得関係書類を準備する際の注意点」参照

夫婦合計の所得額を確認しましたか？

特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療期間内のものですか？

（申請をまとめて⾏う場合、領収書のコピーは、申請書ごとに分けてください。）

精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成を同時に申請する場合は、以下の書類を合わせて提出

７ 精巣内精子生検採取法等受診等証明書（第３号様式） 

本⼈控えとしてコピーを取りましたか？

⽒名・⼿術⽇・領収⾦額を確認しましたか？ 疑問があれば医療機関に確認を！

精巣内精⼦⽣検採取法等受診等証明書に記載された⼿術に係るものですか？

○ チェックシートを提出する必要はありません。

東京都特定不妊治療費助成申請のための提出書類チェックシート
項      目

初めて指定する⼝座については、通帳コピー（通帳がない場合はキャッシュカードのコピーなど、⼝
座名義、⼝座番号、店番号がわかるもの）の添付に御協⼒ください。

８ 領収書のコピー（原本ではなく、コピーを提出してください。）

３ 住⺠票の写し （原本・コピー不可）

 ☆同一助成年度２回目以降は省略可
 （法律上婚姻している夫婦で、続柄で「夫婦」であることが確認できかつ変更のない場合に限る。）

４ ⼾籍全部事項証明書（⼾籍謄本）  （原本・コピー不可）

事実婚の夫婦の場合は、夫婦それぞれの⼾籍全部事項証明書がありますか？

ご夫婦の⼾籍全部事項証明書が添付されていますか？

助成対象となる費⽤に係るものですか？

５ 所得を証明する書類

６ 領収書のコピー（原本ではなく、コピーを提出してください。）

助成対象となる治療費に係るものですか？

☆同一年度２回目以降の申請で、所得審査の対象となる年が前回と同一である場合に限り省略可



特定不妊治療費助成制度Q＆A（抜粋）

1  助成の対象となる要件はなんですか。

以下の要件を全て満たすことが必要です。
①東京都内（八王子市の区域を除く。以下同じ。）に住所を有すること。
②治療開始⽇現在、法律上の婚姻をしている夫婦であること⼜は上記事実婚の要件を
満たすこと。
③特定不妊治療以外では妊娠の⾒込みが無いと医師が診断したこと。
④指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと。
⑤前年の夫婦合算の所得が９０５万円未満であること。
（平成31年3⽉31⽇以前に始まった治療は従前どおり730万円未満）

2
 夫婦が別居していて別の道府県に居住していま
す。東京都で申請できますか。

 所得の計算をして、額の多い方が居住している都道府県等（都道府県・指定都市・
中核市）で申請してください。ただし、法律上婚姻している夫婦に限ります。
 なお、⾃治体ごとに申請期限が異なりますのでご注意ください。

3
 夫婦が別居していて配偶者が外国に居住してい
ます。東京都で申請できますか。

 申請者が東京都内に住所を有していれば申請できます。
 ただし、法律上婚姻している夫婦に限ります。

4
 治療⽇現在は事実婚でしたが、現在は法律上の
結婚をしています。助成⾦の申請は可能ですか。

 「１回の治療」開始時から事実婚の要件を満たしていれば対象となります。
 それ以外は申請⽇現在婚姻していても助成対象になりません。

1
 申請書（第１号様式）の申請者と特定不妊治療
費助成事業受診等証明書（第２号様式）の対象者
は、同じ者でないと駄目ですか。

 同じでなくとも結構です。
 特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）の対象者が妻で、申請者が夫
ということでも結構です。

2
 外国籍なのですが、通称名を使用することはで
きますか。

 通称名を使用することができます。
 ただし、以下のことが条件です。
 ①住⺠票に通称名が記載されていること。
 ②振込口座が通称名であること。

3
 申請書（第１号様式）の年齢は何時時点の年齢
を記載するのですか。

 治療開始⽇（特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）の「今回の治療
期間」の初⽇）時点の年齢を記載してください。

4
 夫（妻）の扶養に入っていて所得がありません｡
この場合は０円と記載すれば良いですか。

 住⺠税課税証明書などの所得を証明する書類で計算します。計算した結果が０円以
下であれば０円と記載してください。
 なお、非課税証明書が必要です。

5
 「過去にこの助成⾦を他の⾃治体で受けたこと
がありますか」の質問ですが、都内の区市町村で
助成を受けた場合は回数に入りますか。

 都内の区市町村は入りません（ただし、平成２７年４⽉以降に八王子市から助成
（国の要綱に従い実施しているもの）を受けた場合は回数に入ります）。
 この助成制度は国の要綱に従い、都道府県、指定都市、中核市で実施しているもの
で、それ以外の⾃治体から受けた助成は対象外です。

6
 申請者氏名と配偶者氏名ですが、同じ印鑑を使
用しても良いですか。

 結構です。

特定不妊治療費助成制度Ｑ＆Ａ（抜粋）
（以下は抜粋です。全文は都のホームページに掲載しています。）

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/qa.html

 都のホームページに掲載されているＱ＆Ａをご参照ください。

助成の対象となる治療・事実婚の要件

対象となる要件

申請書の書き方

東京都 不妊 よくある質問 検 索 クリック！
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特定不妊治療費助成制度Q＆A（抜粋）

7
 特定不妊治療費助成（治療ステージA F）を申
請する場合、申請額はどのように記載すれば良い
のですか。

 治療で負担した費用の額が治療ステージの上限額以上であれば上限額まで、上限額
未満であれば負担した費用の額まで記載することができます。

8
 申請書の⽇付欄はどの時点の⽇付を記載するの
ですか。

 申請書を記載した⽇で結構です。
 ただし、東京都での申請⽇は郵便局の消印⽇となります。

9  振込口座の指定はどの口座でもよいのですか。

 以下の条件を満たしていることが必要です。

 ①申請者の名義であること（旧姓及び配偶者名義では不可）。
 ②普通口座⼜は貯蓄口座であること。
 ③東京都の取扱⾦融機関であること
 （東京都会計管理局「東京都公⾦を納付できる⾦融機関⼀覧」を参照）。
  http://www.kaikeikanri.metro.tokyo.jp/koukinshuunou.htm
  ※助成⾦が振り込まれるまでは口座を解約しないでください。

1
 住⺠票は申請者と配偶者それぞれに必要とあり
ますが、１枚に２人分記載されていればよいです
か。

 １枚に２人分記載されているもので結構です。申請者及び配偶者の住所、氏名、生
年⽉⽇、続柄が記載されていることを確認してください。また、個人番号（マイナン
バー）の記載がないものを提出してください。

2
 住⺠票と⼾籍は何ヶ⽉前のものでもよいのです
か。

 申請受付⽇から３ヶ⽉以内に発⾏されたものが有効です。それより古いものは使用
できません。

3  住⺠票を提出すれば⼾籍謄本は不要ですか。

通算１回目の申請では⼾籍謄本の提出は必須です。
2回目以降でも、単⾝赴任や親が世帯主などで住⺠票の続柄に夫婦であることが表⽰さ
れない場合は省略できません。
なお、事実婚の方は2回目以降も省略できません。

4
 配偶者が外国籍で、国外に居住しているため⽇
本の住⺠票がありません。何を提出すれば良いで
すか。

 ⽇本に居住していないと判断できる書類の提出が必要です。
 例としては、外国での住⺠票に代わるものや、在勤・在学証明書等になります。な
お、証明書が外国語の場合は、⽇本語訳を添付してください（訳者は申請者でかまい
ません。）
 また、⽇本在住であっても、⼤使館勤務や⽶軍基地勤務で住⺠登録がない場合に
は、在勤証明書を提出してください。

5 課税証明は、どこで取れますか。
対象となる課税年度の1⽉1⽇現在、住⺠票があった区市町村で発⾏されます。
例：平成31年度課税証明 平成31年1⽉1⽇現在住⺠票があった区市町村

6
 所得証明が旧姓名義で発⾏されている場合、別
に補足する書類が必要ですか。

 本人を確認する書類として、⼾籍全部事項証明（⼾籍謄本）を添付してください。

7
 領収書は、助成対象となる費用の全てについて
添付が必要ですか。

 治療期間内の助成対象となる費用の合計額が助成⾦の上限額を超えている場合は、
上限額以上の額の領収書を添付いただければ結構です。
 【治療ステージE（上限額１５万円）のケース】
 例１：治療費３０万円の場合 １５万円を超える領収書
 例２：治療費１３万円の場合 全ての領収書

 ただし、助成対象となる費用以外が含まれており、それを除くと上限額を下回る場
合が多く⾒受けられます。上限額ぎりぎりではなく、ある程度の余裕をもった額のコ
ピーを添付してください。

8
 領収書を紛失したのですがどうすればよいです
か。

 残っている領収書の合計額が助成上限額を超えていれば直接の問題はありません。
助成上限額を超える領収書の写しを提出してください。
 残っている領収書の額が助成上限額に満たない場合は、医療機関に⽀払証明の発⾏
を依頼してみてください。
 発⾏ができない場合は、提出された領収書の合計額が助成の上限額になります。

9
 配偶者の扶養に入っていて所得がありません｡所
得証明書は提出しなくてもいいですか。

 所得が無いことの証明が必要となります。住⺠税（非）課税証明書を提出してくだ
さい。

申請書類
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特定不妊治療費助成制度Q＆A（抜粋）

10
 最近数年間は海外にいました。課税年度の1⽉1
⽇にも海外にいたため課税証明を提出できませ
ん。どのような証明が必要ですか。

⽇本国籍の方は⼾籍の附票を提出してください。外国籍の方は在職証明書や公共料⾦
の請求書等海外での居住の実態がわかる書類を提出してください。

11  所得を証明する書類はコピーでもよいですか。
 コピー（写し）を送付してください。しかし、印字が薄いと審査できませんのでご
注意ください。

12
 所得を証明する書類として、住⺠税納税通知書
を使用できますか。

使用できません。

13
 ⼾籍謄本を省略できる要件はどのような場合で
すか。

 通算２回目以降の申請の場合は、住⺠票で婚姻関係が確認できる場合は省略できま
す。住⺠票において申請者と配偶者が同⼀世帯で、続柄欄に「世帯主」と「夫」⼜は
「妻」と記載されていれば、婚姻関係にあることが確認できますので⼾籍謄本は不要
です。ただし、続柄の記載があっても、「子」や「子の妻」である等、婚姻関係にあ
ることが明確に証明できない場合は⼾籍謄本が必要となります。
 事実婚の場合は、省略できません。

14
 住⺠票と所得証明書を省略できる場合とはどの
ような場合ですか。

 住⺠票については、同⼀助成年度の２回目以降の申請で、かつ、住所に変更がない
場合に添付省略できます。（事実婚の場合を除く。）
 所得証明書類については、２回目以降の申請であって、かつ所得審査対象年が同⼀
である場合のみ省略できます。所得審査対象年は、申請⽇が１⽉１⽇から５⽉３１⽇
までの場合は前々年分、申請⽇が６⽉１⽇から１２⽉３１⽇まで場合は前年分の所得
になります。

1
 都外の医療機関で特定不妊治療を受けたのです
が、助成の対象になりますか。

 所在する道府県・指定都市・中核市において、特定不妊治療費助成制度の指定医療
機関となっていれば助成の対象になります。
 医療機関に確認するか、厚生労働省のホームページでご確認ください。

2
 治療の途中で転院したのですが、助成の対象と
なりますか。

 指定医療機関から指定医療機関に転院したのであれば助成の対象となります。指定
医療機関以外の治療は助成の対象外となりますので、転院元或いは転院先が指定医療
機関ではない場合は助成の対象外です。
 特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）は胚移植をした医療機関が記
載することになります。

3

 指定医療機関による特定不妊治療の⼀環とし
て、指定医療機関とは別の近隣の医療機関で注射
や検査を受けました。この場合、特定不妊治療費
助成事業受診等証明書（第２号様式）はどのよう
に記載することになりますか。

 指定医療機関の主治医が合わせて記載します。
 本制度は指定医療機関制度であり、本来は特定不妊治療については医療機能の分担
はありえず、指定医療機関において完結すべきものです。しかし、治療を受ける者の
利便性を鑑み、指定医療機関の主治医の指⽰を前提条件として、指定基準に直接係わ
らない治療⾏為については認めても差し⽀えないとされています。
 診察、採卵、受精、移植等、治療の根幹になる⾏為は不可ですが、軽微な医療⾏為
（採⾎や検査）は別の医療機関で受けても差し⽀えありません。

4
 医療機関が指定される前に治療を開始しまし
た。この治療は、助成対象となりますか。

「１回の治療」の初⽇から終了まで指定医療機関で治療を受けた場合に限り助成対象
となります。１回の治療の途中で医療機関が指定されても当該治療は全て助成対象外
となります。

1  助成の対象となる治療費を教えてください。

 治療期間内に⾏われた治療のうち医療保険適用外もの（医療保険収載項目でも患者
１０割負担のものを含みます）で、採卵準備のための投薬や注射、採卵及び胚移植の
処置及び妊娠確認検査費用などが該当します。
 入院室料（差額ベッド代等）、⾷事療養費、凍結された精子・卵子・受精胚の管理
料（保存料）及び文書料は助成の対象とはなりません。

指定医療機関

助成の対象となる費用
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特定不妊治療費助成制度Q＆A（抜粋）

2
 採卵・受精後に胚を凍結し、周期をあけて胚移
植を⾏いました。その際、凍結胚の管理料（保存
料）を⽀払いましたが助成の対象になりますか。

 凍結した胚の管理料（保存料）は助成の対象外です。
 ただし、胚の凍結及び融解に係る技術料は助成の対象となります

3
 凍結保存していた余剰胚を用いて凍結胚移植を
⾏いました。凍結費用や保存料は助成の対象にな
りますか。

 余剰胚を用いた凍結胚移植は【治療ステージＣ】に該当します。
 【治療ステージＣ】は、移植に向けた投薬・注射等の開始⽇を治療開始⽇とします
ので、胚凍結に係る費用や管理料（保存料）は助成の対象となりません。
 ただし、胚の融解に係る技術料は助成の対象とすることができます。

4

 妊娠確認の検査を⾏いましたが反応が薄いた
め、診断ができませんでした。期間をおいて２回
目の検査を⾏いましたが、どこまで助成の対象と
なりますか。

 医師が治療の終了を判断するまでが対象となりますので、２回目の検査費用も助成
の対象となります。

5
 指定医療機関による特定不妊治療の⼀環とし
て、指定医療機関とは別の医療機関で注射や検査
を受ける場合の費用は助成の対象となりますか。

 指定医療機関の主治医が⾏う特定不妊治療の⼀環として、主治医の指⽰により、患
者の利便性等を考慮して近隣の医療機関（指定を受けていない医療機関も含む。）で
投薬・注射・検査等を⾏った場合、その旨を指定医療機関の主治医が特定不妊治療費
助成事業受診等証明書（第２号様式）の領収⾦額欄余⽩に記入する（例：「○○クリ
ニックにおいて注射実施」など）ことにより、その費用についても助成対象に含める
ことができます。必ず領収書の写しを添付してください。
 ただし、診察、採卵、受精、移植等、治療の根幹になる⾏為は認められません。指
定医療機関とは別の医療機関の医師がその治療⾏為を⾏うかどうかの判断をする必要
が無いケースで、かつ指定基準に直接係わらないと考えられる、治療計画で定められ
た投薬や⾎液検査等のみ認められます。

6
 指定医療機関の処方により院外薬局で薬代を⽀
払いました。この費用は助成の対象となります
か。

 院外薬局の領収書で次の３点が確認できれば、指定医療機関での領収⾦額と合算し
て助成の対象経費とすることができます。
 また、院外薬局の領収書で確認できない場合でも、指定医療機関の主治医が特定不
妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）の領収⾦額欄余⽩に記入する（例：
「○○薬局による処方薬を含む」など）ことでも可能です。
 ①指定医療機関の処方による調剤であること。
 ②⾃費診療（保険適用外）であること。
 ③特定不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式）に記入された
  治療期間における処方であること。

7
 【治療ステージＣ】の治療において、解凍した
胚のうち次に使えそうな胚を再凍結した場合、再
凍結料は助成対象となりますか。

 再凍結料は助成の対象にはなりません。

1
 特定不妊治療費助成制度の全般について知りた
いのですが。

 「東京都特定不妊治療費助成事業のご案内」⼜はホームページを御覧のうえ、ご不
明な点がありましたら電話でお問い合わせください。
 来庁されてからのご相談はお受けできない場合がありますので御注意ください。

2

区の助成を受けるため、都に提出した特定不妊治
療費助成事業受診等証明書（第２号様式）のコ
ピーが必要なのですが、送ってもらえますか。

 １年以内の場合、以下の書類をお送りいただければ写しをお送りします。
 また、返送までには１か⽉程度を⾒込んでください。
 ①宛先を記載し、必要分の切⼿を貼った返信用封筒
 ②「写しが必要な書類の名称」をメモした承認通知書のコピー

3
確定申告のために、都に提出した領収書の原本が
必要なのですが、返してもらえませんか。

返却はできません。医療機関に⽀払証明の発⾏を依頼してください。

その他
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特定不妊治療費助成制度Q＆A（抜粋）

4
 区の助成を受けるために都から受けた承認通知
書が必要なのですが、紛失してしまいました。再
発⾏してもらえますか。

 承認通知書の再交付は以下の書類をお送りください。
 また、再交付までには１か⽉から２か⽉程度を⾒込んでください。

 ①宛先を記載した返信用封筒（必要な⾦額の切⼿を必ず貼ってください。）
 ②「○⽉○⽇付け承認通知書を再交付してください。再交付の理由
  は・・・に使用するため。等」を記載したメモ

 

1
 助成の対象となる⼿術及び費用を教えてくださ
い。

【助成の対象となる⼿術】不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療
（体外受精及び顕微授精）に⾄る過程の⼀環として⾏われる、精巣内精子生検採取法
（TESE）、精巣上体内精子吸引採取法（MESA）、経皮的精巣上体内精子吸引採取法
（PESA）⼜は精巣内精子吸引採取法（TESA）の費用の⼀部を助成します。必ず特定
不妊治療を⾏う主治医の指⽰が前提となりますので、ご注意ください。ただし、医療
保険が適用される場合は、助成の対象となりません。

【助成の対象となる費用】医療保険が適用されない⼿術代及び精子凍結料を対象とし
ます。検査料、凍結した精子の保存料（管理料）、文書料、入院室料（差額ベッド代
等）、⾷事療養費は助成対象外です。

2
 精策静脈瘤⼿術、精路再建⼿術は助成の対象と
なりますか。

 助成の対象とはなりません。

3  助成対象となる⼿術の時期はいつですか。

 特定不妊治療の治療終了⽇の属する年度の前年度以降に⼿術を実施したものについ
て、申請できます。
○例１
 治療終了⽇   平成30年12⽉1⽇（平成30年度）
 TESEの⼿術⽇ 平成30年3⽉30⽇（平成29年度）

×例２
治療終了⽇    平成30年4⽉10⽇（平成30年度）
TESEの⼿術⽇  平成29年3⽉30⽇（平成28年度）

 例１は男性不妊治療費の助成対象ですが、例２は男性不妊治療費の助成対象ではあ
りません。

4
 助成の対象となる⼿術をどこの医療機関で受け
ても、助成対象になりますか。

 東京都特定不妊治療費助成事業の指定医療機関（他の道府県・指定都市・中核市の
特定不妊治療費助成事業の指定医療機関を含む）⼜は同医療機関から紹介等をされた
医療機関において⼿術を受けた場合、助成の対象になります。指定医療機関で診断を
受けずに、指定外の医療機関で⼿術を受けた場合は助成の対象にはなりませんので御
注意ください。

5
 助成を受けたいのですが、助成上限回数はあり
ますか。

 特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で、申請できます。
 ただし、特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要です。

6
 助成を受けたいのですが、夫の年齢制限はあり
ますか。

 ありません。

7
 特定不妊治療費助成の申請と別に申請すること
はできますか。

 特定不妊治療費と分けて申請することはできません。

8
 同時に助成申請をした特定不妊治療費が、対象
要件を満たさず助成の対象とならなかった場合、
夫の⼿術費のみ助成の対象となりますか。

 特定不妊治療費が助成の対象とならなかった場合は、夫の⼿術費についても助成の
対象とはなりません。

9
 精巣内精子生検採取法（TESE）等を⾏ったが精
子が採取できませんでした。夫の⼿術費は助成の
対象となりますか。

 平成２８年１⽉２０⽇以降に治療を終了したものから、精子が採取できずに治療を
終了した場合でも助成の対象となりました。なお、特定不妊治療を実施する指定医療
機関の主治医の指⽰により採卵前に夫の⼿術を⾏って精子が採取できなかったために
治療を中⽌した場合も含みます。いずれも特定不妊治療費助成として申請することが
必要です。（上限回数のうちの１回と数えます。）

精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成

-14



特定不妊治療費助成制度Q＆A（抜粋）

10  申請に必要な書類は何ですか。

 特定不妊治療費助成の申請に必要な書類に加え以下の書類が必要です。※特定不妊
治療費助成の申請と同時に申請することが必要です。

①精巣内精子生検採取法等受診等証明書（第3号様式）
②医療機関発⾏の領収書のコピー
 （上記証明書に記載された⼿術にかかるもの。）

11
 申請書（第１号様式）の申請⾦額の書き方を教
えてください。

「申請額」には、特定不妊治療費助成の申請額と、精巣内精子生検採取法等に係る医
療費助成の申請額を合算した額を記載してください。「内、精子を精巣等から採取す
るための⼿術分に係る申請額」には、精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成の申
請額を記載してください。
 申請額の算出方法については、次の項目を参照してください。

【●申請額の算出に必要な額】
 ア「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」（第２号様式）に記載されている領収
⾦額【夫婦の特定不妊治療費】※イがある場合は、イ
  を含めた額
 イ「精巣内精子生検採取法等受診等証明書」（第3号様式）に記載さ
  れている領収⾦額【夫の⼿術費】
 ウ 該当する治療ステージの助成額
【●考え方】
①夫婦の特定不妊治療費（ア）について、まず、該当する治療ステージ
 の助成額（ウ）を算出します。
②次に、助成対象とならなかった治療費（ア-ウ）⼜は夫の⼿術代（イ）
 のうち、いずれか少ない額（１５万円を超える場合は１５万円）が、
 精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成の申請額になります。
③申請書の「申請額」には①＋②の額を記載し、「内、精子を精巣等か
 ら採取するための⼿術分に係る申請額」には②の額を記載します。

【●例１】治療ステージＢ（助成上限額２５万円）で、ア：８０万円、イ：３０万円
の場合。
 まず、８０万円≧２５万円なので、ウは２５万円となります。
 次に、「ア－ウ」＝５５万円と「イ」＝３０万円とを比較し、いずれか少ない額
（１５万円を超える場合は１５万円）が精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成の
申請額になりますので、この場合は１５万円となります。
 ⇒申請書の「申請額」には４０万円（＝２５万円＋１５万円）、「内、精子を精巣
等から採取するための⼿術分に係る申請額」には１５万円と記載します。

【●例２】治療ステージＢ（助成上限額２５万円）で、ア：３２万円、イ：１２万円
の場合。
 まず、３２万円≧２５万円なので、ウは２５万円となります。
 次に、「ア－ウ」＝７万円と「イ」＝１２万円とを比較し、いずれか少ない額（１
５万円を超える場合は１５万円）が精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成の申請
額になりますので、この場合は７万円となります。
 ⇒申請書の「申請額」には３２万円（＝２５万円＋７万円）、「内、精子を精巣等
から採取するための⼿術分に係る申請額」には7万円と記載します。

12

 特定不妊治療費助成の申請と同時に精巣内精子
生検採取法等に係る医療費助成の申請を⾏いたい
のですが、申請額の算出方法について教えてくだ
さい。
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～Ａ４よりも小さい添付書類はこちらへお貼りください。～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この用紙に貼りきれない場合は、Ａ４サイズの任意の用紙にお貼りください。 
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 下記の図（例：初めて申請する場合）を参考にして御提出ください。 

（詳細は、本文を御覧ください。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

質問の多い内容をまとめました 

書 類 の ま と め か た 

（全文は都のホームページに掲載しています）

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/qa.html

東京都 不妊 よくある質問 検 索 クリック！

申請は、郵送のみ受付けます。 
なるべく追跡可能な⽅法（書留や特定記録
郵便など）で、申請期限までに郵送してく
ださい。 

提出いただいた書類は返却できません。必ず、本人控用のコピーをお取りください。

・住⺠税課税（非課税）証明書

・住⺠税額決定通知書 
令和元年（2019年）６⽉ 平成31年度・令和元年度 平成30年（2018年）中の所得

令和2年（2020年）５⽉ （2019年度） （平成30年1⽉1⽇から12⽉31⽇までの所得）

源泉徴収票の場合＝平成30年源泉徴収票

令和2年（2020年）6⽉ 平成31年・令和元年（2019年）中の所得

令和3年（2021年）５⽉ （平成31年1⽉1⽇から令和元年12⽉31⽇までの所得）

源泉徴収票の場合＝平成31年（令和元年）

令和２年度（2020年度）

対象となる所得

＜注意＞所得証明として「源泉徴収票」と「確定申告書の控え」は使用できません。

申  請  ⽉
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申請書（第１号様式）

受診等証明書
（第２号・第３号様式）

通帳のコピー

領収書のコピー

戸籍全部事項証明書

住民票

住民税課税（非課税）証明書

第３号様式は、TESE
等の精子採取術を実施
した方のみ 


